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Ⅰ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　常任委員会　開催報告

Ⅰ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　常任委員会　開催報告

令和 4 年度軽種馬防疫協議会常任委員会が下記のとおり開催され、提出議題はすべて承認された。

１．開催日時：令和 4 年 5 月 19 日（木）　 
２．場　　所：日本中央競馬会 本部 4 階 401 会議室 
３．会 議 参 加 者 ：（敬称略・順不同）
 議　　長： 木村　一人 （日本中央競馬会　常務理事）
 常任委員： 秋元　稔弥 （地方競馬全国協会　理事）
  上野　儀治 （日本軽種馬協会　副会長・常務理事）
  松本　　謙 （日本馬術連盟　常務理事）
  吉田　享史 （日本馬事協会　専務理事）【欠席】
  菊田　　淳 （日本中央競馬会　馬事担当理事）
 幹　　事：大島　　宏 （地方競馬全国協会　公正部長）
  菅　　浩雅 （地方競馬全国協会　公正部公正課長）
  藤野　一昭 （日本馬術連盟　事務局長）
  成田　正一 （日本軽種馬協会　業務部長）
  青木　正明 （日本馬事協会　参与）【欠席】
  伊藤　　幹 （日本中央競馬会　馬事部長）
  栗本慎二郎 （日本中央競馬会　馬事部防疫課長）
 オブザーバー：上田　　毅 （全国公営競馬獣医師協会　会長）
  明石祐一郎 （地方競馬全国協会　公正部公正役）
  江口　貞男 （日本軽種馬協会　業務部）
 事 務 局：内藤　裕司 （日本中央競馬会　馬事部長補佐）
  曽根　　佑 （日本中央競馬会　馬事部防疫課長補佐）
  倉持　雄太 （日本中央競馬会　馬事部防疫課）
  藤澤　千尋 （日本中央競馬会　馬事部防疫課）

４．議　　題：
　１）令和 3 年度 事業報告ならびに収支決算
　（１）主な事業内容
　　　①常任委員会（5 月 20 日：メール会議）・専門委員会（6 月 17 日：メール会議）の開催
　　　②関係機関・関係団体との連絡・協議
　　　　・防疫に関する主催者間の意見交換会（6 月 17 日：メール会議）の開催
　　　③令和３年 馬の予防接種要領の制定
　　　④公益社団法人中央畜産会衛生指導部の発行する「馬の健康手帳」の監修
　（２）防疫思想の啓発および普及
　　　①軽種馬防疫協議会ニュースの作成・配信
　　　　・軽防協ニュース Vol.49：令和 4 年 2 月配信
　　　②軽種馬防疫協議会ニュース速報の作成・配信
　　　　・速報は定期 4 回配信（令和 3 年 6 月 ,9 月 ,12 月 , 令和 3 年 3 月）
　　　　・速報号外は 3 回配信（令和 3 年 4 月、8 月、10 月）
　　　③ Equine Disease Quarterly の作成・配布
　　　　・4 回発刊（Vol.30,No.2-4、Vol.31,No.1）
　　　④馬の予防接種啓発用リーフレットの作成・配布
　　　　・予防接種（馬インフルエンザ・日本脳炎・破傷風）啓発用リーフレット作成・配布（10,000 部）
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　　　⑤公益社団法人中央畜産会が発行する感染症テキストの監修
　　　　・馬ウイルス性動脈炎 第 5 版
　　　　・馬ピロプラズマ症 第 5 版
　　　　・馬の感染症 第 5 版
　　　⑥軽種馬防疫協議会のホームページの更新
　　　　・軽防協ニュース、ニュース速報・号外および EDQ の掲載
　　　　・その他防疫に関するトピックスの掲載・周知
　（３）防疫に関する研究および疫学情報の収集伝達
 防疫に関する国内および海外の情報収集、研究成果の伝達
　（４）令和 3 年度軽種馬防疫協議会　収支決算報告【表 1】
　（５）令和 3 年度軽種馬防疫協議会　積立金収支決算報告【表 2】
　
　２）令和 4 年度軽種馬防疫協議会　事業計画ならびに収支予算
　（１）主な事業内容
　　　①常任委員会（5 月 19 日）・専門委員会（6 月 16 日）の開催
　　　②関係機関・関係団体との連絡・協議
　　　　・防疫に関する主催者間の意見交換会（6 月 16 日）の開催
　　　③令和 4 年 馬の予防接種要領の制定
　　　④公益社団法人中央畜産会衛生指導部の発行する「馬の健康手帳」の監修
　（２）防疫思想の啓発および普及
　　　①軽種馬防疫協議会ニュースの作成・配信
　　　②軽種馬防疫協議会ニュース速報の作成・配信（年 4 回配信予定、号外随時配信予定）
　　　③ Equine Disease Quarterly の作成・配信（年 4 回配信予定）
　　　④馬の予防接種（馬インフルエンザ・日本脳炎・破傷風）啓発用リーフレットの印刷・配布
　　　⑤公益社団法人中央畜産会が発行する感染症テキストの監修
　　　⑥軽種馬防疫協議会ホームページの管理・情報発信
　（３）防疫に関する研究および疫学情報の収集伝達
　　　 防疫に関する国内および海外の情報収集、研究成果の伝達
　（４）令和 4 年度軽種馬防疫協議会　収支予算【表 3】
　（５）令和 4 年度軽種馬防疫協議会　積立金収支予算【表 4】

　３）令和 4 年 馬の予防接種要領
　日本脳炎の予防接種要領の変更
　　　　　
５．報告事項：
　　１）国内伝染病発生状況および自衛防疫
　　２）海外伝染病発生状況
　　３）馬の輸出入検疫状況
　　４）生産地等における防疫推進事業
　　５）馬防疫検討会
　　６）その他

Ⅰ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　常任委員会　開催報告
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収 入 の 部 支 出 の 部
科　　目 ３年予算額

表 1.　令和３年度　軽種馬防疫協議会収支決算書 
（令和３年 4 月 1 日〜令和４年 3 月 31 日）

収 入 確 定 額 差　額 科　　目 ３ 年 予 算 額 支 出 確 定 額 差　額 備　　考

前 年 度 繰 越 金

日本中央競馬会
分　担　金

地方競馬全国協会
分　担　金

雑 収 入
（預金利子）

602,102

2,002,112計

602,102 0

0

0

0

2,002,112 0

事 業 費
会 議 費
諸 謝 金

印 刷 費

通 信 費
HP管理業務費
雑 費

事 務 諸 費

予 備 費

次年度へ繰越金
計

38,000
18,000
20,000

1,750,000

114,112
2,002,112

0

1,400,000

2,002,112

0
0
0

1,105,342 

0
1,205,342

977,811

1,205,342 ▲ 796,770

38,000
18,000
20,000

644,658

114,112
796,770

0

422,189

常任・専門委員会、幹事会

Equine Disease Quarterly、
軽防協ニュース、予防接種リーフレット等
送料等
サーバー保守・管理費、HP メンテナンス代
役務費、文具、図書等

（単位：円）

支 出 額 計

200,000
120,000
30,000

49,277
73,150
5,104

積 立 金

150,723
46,850
24,896

収 入 の 部 支 出 の 部
科　　目 ３ 年 予 算 額

表 2.　令和３年度　軽種馬防疫協議会積立金収支決算書
（令和３年 4 月 1 日〜令和４年 3 月 31 日）

収 入 確 定 額 差　額 科　　目 ３ 年 予 算 額 支 出 確 定 額 差　額 備　　考

997,008計 1,276,278 ▲ 2

印 刷 費
学術集会等への協賛費
雑 　 　 　 費
支 出 額 計
次年度へ繰越金

計

0
997,008
997,008

0
997,006
997,006

0
0
0
0
2

（単位：円）

前 年 度 繰 越 金

令和２年度
積 立 金

雑収入（預金利子）

896,998

100,000

10

896,998

100,000

9

0

0

▲ 2
▲ 2

表 3.　令和４年度　軽種馬防疫協議会収支予算 （案）
（令和４年 4 月 1 日〜令和５年 3 月 31 日）

収 入 の 部 支 出 の 部
科　　　　目 差　　額 科　　　目 金　　額 備　　 　考

前 年 度 繰 越 金

日本中央競馬会分担金

地方競馬全国協会分担金

雑 収 入（ 預 金 利 子 ）

2,196,780計

796,770

700,000

700,000

10

事 業 費
会 議 費
諸 謝 金

印 刷 費

通 信 費
HP 管 理 業 務 費
雑 費

事 務 諸 費

積 立 金

次年度へ繰越金
計

38,000
18,000
20,000

1,362,000

0
796,780 

0

1,122,000

常任委員会、専門委員会、幹事会

Equine Disease Quarterly、軽防協ニュース、
予防接種リーフレット等
送料等
レンタルサーバー保守・管理費、HP メンテナンス代
役務費、文具、図書等

（単位：円）

2,196,780

予 備 費

90,000
120,000
30,000

収 入 の 部 支 出 の 部
科　　目

表 4.　令和４年度　軽種馬防疫協議会積立金収支予算（案）
（令和４年 4 月 1 日〜令和５年 3 月 31 日）

科　　目 金　　　額 備　　　考

計 997,016 計

0
0
0

997,016

（単位：円）

前 年 度 繰 越 金
令 和 ４ 年 度 積 立 金
雑 収 入（ 預 金 利 子 ）

997006
0

10

印   刷   費
学術集会等への協賛費
雑 　 　 　 　 費
次 年 度 へ 繰 越 金

金　　　額

997,016

700,000 700,000

700,000 700,000

10 10

100,000 0100,000

Ⅰ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　常任委員会　開催報告
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告
　令和 4 年度軽種馬防疫協議会専門委員会が下記のとおり開催され、提出議題はすべて承認された。

１．開催日時：令和 4 年 6 月 16 日（木）
２．場　　所：日本中央競馬会 本部 4 階 401・402 会議室 
３．会 議 参 加 者 ：（敬称略・順不同）
 議　　長： 木村　一人 （日本中央競馬会　常務理事）
 常任委員：秋元　稔弥 （地方競馬全国協会　理事）
  上野　儀治 （日本軽種馬協会　副会長・常務理事）
  松本　　謙 （日本馬術連盟　常務理事）
  吉田　享史 （日本馬事協会　専務理事）
  菊田　　淳 （日本中央競馬会　馬事担当理事）
 専門委員 ：
 農林水産省
  歌丸　恵理 （畜産局　競馬監督課　課長補佐（中央班長））
  尾原　博志 （畜産局　競馬監督課　課長補佐（地方班長））【欠席】
  小坪　清子 （畜産局　畜産振興課 技術第１班　課長補佐）【欠席】
  小林　芳史 （消費・安全局　動物衛生課　検疫業務班　課長補佐）
  金子　明誉 （消費・安全局　動物衛生課　防疫業務班　課長補佐）
  角田　隆則 （動物検疫所　検疫部長）
  荻窪　恭明 （動物医薬品検査所　検査第一部長）*　　　　　　　　　
 農業・食品産業技術総合研究機構　動物衛生研究部門
  楠本　正博 （人獣共通感染症研究領域　腸管病原菌グループ長）*
 地方競馬全国協会
  大島　　宏 （公正部長）
  菅　　浩雅 （公正部　公正課長）
  明石祐一郎 （公正部　公正役）
 日本軽種馬協会
  成田　正一 （業務部長）
 日本馬術連盟
  藤野　一昭 （事務局長）【欠席】
  川嶋　　舟 （獣医委員）
 地方競馬主催者
  廣瀬　眞由 （北海道軽種馬振興公社　競走関連部　獣医グループ）
  舛川　寛晃 （帯広市農政部　ばんえい振興課 課長補佐）【欠席】
  金子和華子 （岩手県競馬組合　業務部 業務課　管理監補佐）
  田口　清明 （埼玉県浦和競馬組合　業務課　野田管理事務所長）
  清水　耕平 （千葉県競馬組合　業務課 技師）*
  遠山　理志 （特別区競馬組合　競馬事務局　厩舎管理課）
  島村　　剛 （神奈川県川崎競馬組合　きゅう舎管理課長）【欠席】
  中田　昌和 （石川県競馬事業局　課参事）
  長野　博子 （岐阜県地方競馬組合　業務課）【欠席】
  安達　教治 （愛知県競馬組合　専門員（獣医総括））
  稲場　　収 （兵庫県競馬組合　事業部長）【欠席】
  木口　伸二 （兵庫県競馬組合　事業部 業務課）【代理出席】
  劉　　辰女 （高知県競馬組合　競走馬診療所）
  相川雄一郎 （佐賀県競馬組合　馬診療所長）*
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 日本馬事協会
  青木　正明 （参与・事務局長）
 全国乗馬倶楽部振興協会
  阿部　憲二 （専務理事）
 全国公営競馬獣医師協会
  上田　　毅 （会長）
 競走馬育成協会
  和田　信也 （副会長・常務理事）
 軽種馬育成調教センター
  小林　光紀 （業務部長）
 日本競走馬協会
  小林　英典 （常務理事）
 日高家畜衛生防疫推進協議会
  駒澤　弘義 （理事）【欠席】
 北海道日高家畜保健衛生所
  佐藤　研志 （所長）*【代理出席】
 胆振家畜自衛防疫推進協議会
  田中　秀俊 （胆振獣医師会　会長）
 ジャパン ･ スタッドブック ･ インターナショナル
  井上　　真 （理事長）
 中央畜産会
  向井　清孝 （衛生指導部長）
 日本中央競馬会
  伊藤　　幹 （馬事部長）
  内藤　裕司 （馬事部長補佐）
  加藤　智弘 （馬事部　獣医課長）
  栗本慎二郎 （馬事部　防疫課長）
  山中　隆史 （競走馬総合研究所　企画調整室長）
  上野　孝範 （競走馬総合研究所　微生物研究室長）
  辻村　行司 （競走馬総合研究所　分子生物研究室長）
  額田　紀雄 （栗東ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ･ ｾﾝﾀｰ競走馬診療所長）
  古角　　博 （美浦ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ･ ｾﾝﾀｰ競走馬診療所長）
 事務局
  曽根　　佑 （馬事部　防疫課長補佐）
  倉持　雄太 （馬事部　防疫課　係長）
  藤澤　千尋 （馬事部　防疫課　係長） 
　オブザーバー：
 農林水産省
  岡部健太郎（畜産振興課　馬係）*
 地方競馬全国協会
  松井優美花（公正部　公正課）
 北海道胆振家畜保健衛生所
  松岡　鎮雄 （所長）*
 日本軽種馬協会
  江口　貞男 （業務部）
 競走馬理化学研究所
  山田　雅之 （薬物分析部　国際分析課長）*
　　*：オンライン参加

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告
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４．議事内容：
　１）議　　題
　　①令和 4 年 馬の予防接種要領   【７〜 9 ページ】
　　　・日本脳炎の予防接種要領の変更について
　２）報告事項
　　①令和 3 年度 事業報告ならびに収支決算  【３ページ】
　　②令和 4 年度 事業計画ならびに収支予算  【３ページ】
　　③国内伝染病発生状況および自衛防疫  【10 〜 16 ページ】
　　　・国内伝染病発生状況   
　　　・令和 3 年度馬鼻肺炎ウイルスによる流産発生状況＆発生頭数の推移 
　　　・EHV-1 感染症に関する情報共有  
　　　・馬伝染性貧血のサーベイランス検査結果について  
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　　　・日高地区  
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●令和４年　馬の予防接種要領について

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

 

5 6 2
1  
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

●日本脳炎の予防接種要領の変更について

 

2021 22  
2022  

JRA  
 

 
JE

5 6 1 2
2 1

JE 2
1 1 9

10
7 9 10 2

1
 

 

 
1 4 2020

5 2021 11 56 1 n = 28
5 2 n = 28 5 6 JE
5 6 7 9 11 JE

10
GM 1-way ANOVA Dunnet Bonferroni

7
9 11 4 JE  

 

 
JE GM 1 2021 5

GM 2 195 1 186 5
2 205 1 232

2021 5 2 89% 25/28
1 100% 28/28 5 2 93% 26/28 1

100% 28/28 2021 7 11 10
96% 27/28 2 93% 26/28

1 96% 27/28  
GM 1 1

6 290 2 2 1
7 GM 353 9 283 11 215

1 GM 7 276 9 256 11 210
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

2 1

2 JE
2021

2 7 1 6
2 7 9 GM 1

2
10 1

2 5
11 1

JE 1 1 3

JE 2 2
1

1 JE GM 95%

160

320

640

5 6 7 9 11
80

2020
5 6 7 9 11
2021
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

●国内伝染病発生状況

●月別発生状況（2021 年）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

●馬鼻肺炎ウイルスによる流産発生頭数の推移（平成元年～）
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● EHV-1 感染症に関する情報共有

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

2022 年 6 月 16 日 
 

EHV-1 感染症に関する情報共有 

 
軽種馬防疫協議会事務局 

 
１．近年の発生状況 
 
〇日本の届出状況 

2018 年流産型 24 戸 31 件 
2019 年流産型 15 戸 16 件・呼吸器型 2 戸 5 件、 
2020 年流産型 17 戸 22 件・呼吸器型 2 戸 15 件 
2021 年流産型 13 戸 18 件 

〇世界各国においても毎年発生が報告されている（呼吸器型・流産型・神経型） 
〇2020 年 4～5 月アメリカの複数の州において EHV-1 神経型が報告され、カナ

ダではウッドバイン競馬場で移動制限措置が取られる。 
〇2021 年 2 月にバレンシア（スペイン）で行われた国際馬術大会の参加馬を中

心に、欧州で関連する馬の EHV-1 神経型が流行し FEI 公認馬術大会が 10 ヵ国

で中止（18 頭が EHM で死亡）となった。 
 
 
２．各主催者等の EHV-1 対策強化について 
 
〇フランスギャロは、2018 年 1 月以降国際競走参加馬に EHV-1 ワクチン接種

義務付けている。 
〇FEI は 2022 年 1 月以降の公認馬術大会において、「競技場において馬の直腸

温が 38.5°C を超えるかまたは神経学的兆候を示す場合、EHV-1 の検査を行い

確認する必要がある」と規程した。 
〇European Commission（欧州委員会）は動物衛生法の届出伝染病リストに

EHV-1 感染の追加を検討している。 
※IHSC（FEI＋IFHA）は馬産業界への悪影響の可能性を考慮し、欧州の主要

な馬産業界団体から欧州委員会に関係書類を提出し、EHV-1 を届出伝染病に指

定することに反対する陳情を行うことを検討している。 
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●馬伝染性貧血の自衛防疫指針

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

 
 

馬伝染性貧血の自衛防疫指針 
 

令和元年 12 月 1 日付元軽防協第 4 号 
軽種馬防疫協議会 議長 通知 

 
 
 
馬伝染性貧血は、馬伝染性貧血ウイルスの感染によるウイルス性疾患であり、馬産業に

大きな被害をもたらし得る家畜伝染病である。日本では、平成 29 年に国内における本病の

清浄性が確認されたことを受け、自衛防疫指針（平成 30 年 4 月 1 日付 30 軽防協第 2 号）

を定めたところである。同指針では、清浄度の維持確認のため、未検査の競走用馬は、当

面の間、競馬場等への入厩前に検査をすることとしていた。しかしながら、現在に至るま

で陽性馬の摘発はないことから、清浄度維持確認のための自衛検査の内容を変更し、下記

のとおり新たな指針を定める。 
 

 
記 

 
 
１．輸入馬については、輸入後少なくとも１か月の間隔をあけ、着地検査期間中に検査を

実施し、陰性を確認すること 
２．貧血など、本病の感染が疑われる馬については、検査を実施すること 
 
なお、次年度以降は、日本中央競馬会競走馬総合研究所が検査を実施する各競馬場等の

在厩馬における抽出サーベランスに積極的に参加し、本症の清浄度の維持確認に努められ

たい。 
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●日本の競走馬における馬伝染性貧血のサーベイランス検査結果

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

　 注：当データは専門委員会後に ICC へ発出した 2022 年のサーベイランス検査結果となります。

日本の競走馬における馬伝染性貧血のサーベイランス検査結果 
 

2023 年 1 月 12 日 
軽種馬防疫協議会 

 
2017 年に農林水産省により、日本において馬伝染性貧血（EIA）は清浄化されたと結論

づけられ、その後も EIA の清浄性の維持を確認するため、日本中央競馬会（JRA）と地方

自治体が管轄する各トレーニング・センターまたは競馬場において、2020 年から EIA の自

衛的なサーベイランス検査を行っている。2022 年においても、各施設約 300～2,000 頭程

度の競走馬の中から、それぞれ無作為に 59 頭以上を抽出し、2022 年秋に採取した血清サ

ンプルを用いて寒天ゲル内沈降反応（AGID）による検査を実施した。 
サーベイランス検査の結果を下表に示す。EIA 陽性馬は検出されず、日本の競走馬集団

における EIA の有病率は 95％信頼区間で 5％未満であることが示唆された。 
 
表 2022 年 EIA サーベイランス検査結果（AGID） 

トレーニング・センター 
競馬場 

団体名 
（JRA、地方自治体） 

検体数 陽性頭数 

美浦トレーニング・センター JRA 60 0 
栗東トレーニング・センター JRA 60 0 

帯広競馬場 帯広市（北海道） 60 0 
門別競馬場 北海道 60 0 
盛岡競馬場 岩手県 60 0 
水沢競馬場 岩手県 60 0 
大井競馬場 東京都 60 0 
浦和競馬場 埼玉県 59 0 
船橋競馬場 千葉県 60 0 
川崎競馬場 神奈川県 60 0 
金沢競馬場 石川県 60 0 
笠松競馬場 岐阜県 60 0 
名古屋競馬場 愛知県 60 0 
園田競馬場 兵庫県 60 0 
高知競馬場 高知県 60 0 
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

●馬伝染性貧血自衛検査推進事業

馬馬伝伝染染性性貧貧血血自自衛衛検検査査推推進進事事業業  

（日本中央競馬会畜産振興事業－助成事業） 

◎ 事業の概要 

１．事業目的 

  

家畜伝染病予防法第 5 条に基づく検査の対象外となった馬伝染性貧血につ

いて、輸入馬の着地検査及び競走用馬における抽出サーベイランスにおいて地

域の自衛防疫の取り組みの中で検査を実施し、我が国の馬防疫の推進に資す

ることを目的とする。 

２．事業内容 

  

対象となる馬及び検査は以下のとおり。 

  １．輸入馬 

（１）馬の要件：令和４年以降に輸入された馬（輸入後、国内で飼養されている他

の用途に供する馬と隔離して飼養される肥育用の馬を除く。）。 

（２）検査要件：令和４年４月以降に受ける検査。原則として輸入後少なくとも１か

月の間隔をあけ、着地検査期間中に行う検査。 

  ２．競走用馬 

（１）馬の要件：競馬場在厩馬 （中央競馬所属馬は除く）。各競馬場でランダム

抽出した 60頭／年。 

（２）検査要件：令和４年４月以降の抽出サーベイランスにおける採材等。 

検査等に要する経費の助成を行う。 

３．事業実施主体 

  公益社団法人 中央畜産会 

４．事業主体 

 北海道衛指協他 13団体（３年度実施団体） 

５．事業期間 

  令和 4年 4月～令和 5年 3月 

 

◎ 助成額（令和４年度） 

１．輸入馬 

検査機関の検査料 5,000 円以内（１頭あたり） 

証明書料 500 円以内（１頭あたり） 

採材等技術費 12,850 円以内（１日あたり） 

採材資材 700 円以内（１頭あたり） 

事務諸費 500 円以内（１頭あたり） 
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

２．競走用馬 

採材等技術費 12,850 円以内 （1日当たり 3回日以内） 

採材資材 12,000 円以内 採血針、試験管等 

事務諸費 5,000 円以内 送料等 

 

◎ 助成実績 （令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月。令和 4 年 3 月集計） 

  北海道 青森 山形 福島 栃木 埼玉 千葉 神奈川 

検査頭数 
60 

(0)  

0 

(2) 

0 

(1) 

0 

(1) 

0 

(1)  

0 

(3)  

60 

（0） 

0 

（13） 

 

  長野 岐阜 京都 兵庫 奈良 鹿児島 合計 総計 

検査頭数 
0 

(2) 

60 

(0) 

0 

(8) 

0 

(2) 

0 

(7)  

0 

（1） 

180 

(41) 
221 

＊上段、地方競馬場抽出サーベイランスでの頭数。下段カッコ内は輸入馬。 
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●生産地の防疫状況（北海道日高振興局管内）

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告
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令
和
４
年
５
月
3
1
日
現
在

S
5
6

5
7

5
8

5
9

6
0

6
1

6
2

6
3

Ｈ
１

２
３

４
５

６
７

８
９

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

　
　

1
1

2
2

4
2

1
1

4
1
,5
1
4
1
,4
8
4
1
,4
5
7
1
,4
8
4
1
,4
7
5
1
,6
7
0
2
,5
6
5
1
,6
1
6
1
,5
4
0
1
,6
4
4
1
,6
1
5
1
,5
8
5
1
,5
7
4
1
,5
1
7
1
,5
7
0
1
,3
8
9
1
,4
4
1
1
,3
6
2
1
,3
3
0
1
,2
5
6
1
,2
5
9
1
,2
7
2

1
2

3
6

8
9
1
1
7
1
0
6

9
5

6
9

7
9

6
3

5
6
1
1
6

9
8
2
7
1
1
8
6
1
3
2

H
1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

H
3
1
(R
1
)
R
2

R
3

R
4

1
,3
5
4
1
,1
9
3
1
,0
9
5
1
,1
4
7
1
,2
5
4
1
,2
1
9
1
,2
1
1
1
,2
7
1
2
5
4
2
3
4
2
2
6
2
1
1
2
4
8
2
1
3
2
4
9
2
2
7
2
4
0
2
3
3
2
4
2

1
0

1
1
3
9
2
8
1

9
8

8
7
1
2
7

6
8

5
2

8
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

注
：

S
6
2

6
3

Ｈ
１

２
３

４
５

６
７

８
９
1
0
~1
3
1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

H
3
1
(R
1
)
Ｒ
２

Ｒ
３

1
0

1
0

1
0

2
3

2
2

1
0

1
0

0
0

0
2

0
1

4
0

0
0

4
2

1
1

0
1

3
2

6
0

1
0

1
0

2
5

2
2

2
0

1
0

0
0

0
7

0
9

4
0

0
0

4
3

2
1

0
1

5
2

注
：
繁
殖
シ
ー
ズ
ン
ご
と
に
集
計
（
当
年
度
1
0
月
～
翌
年
度
９
月
）

牡
牝

騸
1
3
3

7
8

5
0

4
8

8
3

7
8

7
3

4
6

3
7

6
8

8
2

5
7

4
8

4
2

4
7

3
8

4
0

3
3

3
6

5
1

3
5

4
1

3
4

5
0

3
2

3
6

7
2
9

0
1
2

1
3

1
2

2
0

5
3
4

3
1

2
1

1
7

2
7

3
4

1
7

6
2
1

1
5

2
3

2
7

7
1
2

7
1
9

2
5

3
0

1
8

2
9

3
0

3
2
7

0
5

1
3

1
9

9
5

8
1

6
7

1
3

1
6

7
6

5
6

2
0

2
4

6
2

1
5

2
2

0
1

3
1
1

3
2

1
1

1
6

8
7

2
7

9
9

2
0

2
4

1
4

4
4

1
6

3
6

1
6

1
7

8
1
0

1
3

1
4

7
2

5
0

8
6

6
8

2
8

7
3

2
4

2
2

2
5

4
0

1
2

2
0

0
0

2
2

1
2

1
2

　
　

2
1

0
1

1
0

0
5
7

　
0

0
0

1
1

1
　

　
　

1
0

0
1

2
1

0
2

1
1

0
0

　
1

0
0

0
3

2
2

2
4

7
1

3
0

0
3

0
1

2
1

1
0

0
1

0
0

1
1

2
0

1
0

0
0 1

0
1

0
1

0
1

0
1
6
1
1
1
3
1
0
0
1
7
5
1
0
6
1
4
7
1
2
1

8
2

9
3
1
0
7
1
3
4

9
6

8
9

7
9

7
5

7
1

9
5

7
1

7
7
1
0
2

8
5

8
0

9
5

9
0

8
3

8
1

1
4

6
4

3

生生
産産
地地
のの
防防
疫疫
状状
況況
（（
北北
海海
道道
胆胆
振振
総総
合合
振振
興興
局局
内内
））

１１
．．
馬馬
伝伝
染染
性性
子子
宮宮
炎炎
摘摘
発発
状状
況況

　
年
　
度

検
査

区
分

定
期
検
査

摘
発
頭
数

検
査
頭
数

病
性
鑑
定

摘
発
頭
数

検
査
頭
数

S
5
6
年
以
前
は
検
査
未
実
施
。
H
1
4
年
度
を
も
っ
て
胆
振
管
内
の
清
浄
性
が
確
認
※
さ
れ
た
こ
と
か
ら
定
期
検
査
は
終
了
。
H
1
5
年
度
以
降
は
胆
振
家
畜
自
衛
防
疫
推
進
協
議
会
に
よ
る
自
主
防
疫
で
対
応
す
る
。

な
お
、
H
1
5
年
度
に
摘
発
さ
れ
た
１
頭
は
発
症
馬
で
な
く
、
疫
学
的
に
日
高
管
内
と
関
連
が
あ
っ
た
。
培
養
検
査
陰
性
。
P
C
R
陽
性
。
当
該
馬
は
廃
用
。

※
　
①
法
５
条
検
査
で
継
続
し
て
全
頭
陰
性
で
あ
る
。
　
②
J
R
A
の
清
浄
化
推
進
事
業
に
よ
る
P
C
R
検
査
で
H
1
3
・
1
4
年
と
全
頭
陰
性
。
　
　
③
ハ
イ
リ
ス
ク
馬
が
H
1
2
年
以
降
存
在
し
な
い
。

２２
．．
馬馬
鼻鼻
肺肺
炎炎
ウウ
イイ
ルル
スス
にに
よよ
るる
流流
産産
発発
生生
状状
況況

　
年
　
度

　
戸
　
数

　
年
　
度

検
査

区
分

定
期
検
査

摘
発
頭
数

自
主
検
査
へ

移
行
→

検
査
頭
数

病
性
鑑
定

摘
発
頭
数

検
査
頭
数

　
頭
　
数

2
4

8
　
戸
　
数

5
2

　
頭
　
数

３ ３
．．
馬馬
イイ
ンン
フフ
ルル
エエ
ンン
ザザ
発発
生生
状状
況況

　
年
　
度

H
1
9

2
0

2
1
～
Ｒ
３

（
発
生
な
し
）

0 0 0 0 0 0 0 0

育
成
馬

0
0

当
歳
馬

1
0

乗
馬

1
4

0
競
走
馬

そ
の
他

0
2

繁
殖
牝
馬

0
6

内 訳

種
牡
馬

0
0

2
5

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

４４
．．
馬馬
のの
輸輸
入入
状状
況況
（（
当当
該該
年年
度度
にに
着着
地地
検検
査査
をを
終終
了了
しし
たた
もも
のの
））

　
年
　
度

Ｈ
８

９
1
0

1
1

1
2

1
3

U
A
E

ア
メ
リ
カ

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

ド
イ
ツ

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

カ
ナ
ダ

9
0

Ｒ
２

Ｒ
３

輸 出 国

イ
タ
リ
ア

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

オ
ラ
ン
ダ

合
　
計
　
　

香
港

ロ
シ
ア

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

ベ
ル
ギ
ー

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0
H
3
1

(R
1
)

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4



19

●生産地疾病等調査研究・馬感染症のサーベイランスおよび疫学調査

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

生生産産地地疾疾病病等等調調査査研研究究・・馬馬感感染染症症ののササーーベベイイラランンススおおよよびび疫疫学学調調査査  

 

生産地疾病等調査研究は生産地で認められる様々な疾病の獣医学的対策の検討を目的とし、日高家

畜衛生防疫推進協議会と JRA競走馬総合研究所が共同で実施している。2019年から 3年間の計画で、

競走馬の生産や育成、さらには競馬の開催に重大な障害となる馬感染症の生産地への侵入やまん延を

監視することを目的に、「馬感染症のサーベイランスおよび疫学調査」として以下の 7 項目の調査研究を

実施した。 

 

１１．．馬馬ウウイイルルスス性性動動脈脈炎炎ののササーーベベイイラランンスス  

本症は馬動脈炎ウイルス（EAV）が原因の流産と呼吸器症状を主徴とする海外ウイルス感染症である。

生産地に侵入した場合には大きな被害が予想されることから、継続したサーベイランスが必要である。そ

こで、監視対象として重要な種牡馬および繁殖牝馬について血清抗体検査を実施した。3 年間で新種牡

馬100頭、ワクチン接種歴のある新種牡馬と交配した牝馬30頭および原因不明の流産馬 93頭を検査し

たところ、ワクチン接種馬を除いて全て抗体陰性で、EAVが国内に侵入した形跡は認められなかった。 

  

２２．．ウウママヘヘルルペペススウウイイルルスス１１型型感感染染症症ののササーーベベイイラランンスス  

ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）感染による脊髄脳症（EHM）から分離される株の大半は、30 番遺

伝子に 1塩基変異（神経病原性遺伝子マーカー）を持つ。現在、国内での同変異株の分離はまれである

が、生産地に広く伝播すれば大きな被害を生じる可能性がある。そこで同株の浸潤状況調査のため、流

産分離株の神経病原性遺伝子マーカー検索を実施した。あわせて、EHV-1 の疫学状況の調査のため、

68番遺伝子の多型を指標とした分離株のグループ分けを実施した。3年間で流産胎子 46検体を検査し

たところ、変異株による流産は 2検体（当該牧場で EHMの発生報告なし）であり、同株の分布は依然とし

て限定的と考えられた。68 番遺伝子の多型を指標としたグループ分けについては、グループ 1、2、3 お

よび 5が確認され、これらのうちグループ 5が 56.8%を占めて最も優勢な株であった。過去 3回の調査で

もグループ 5が半数以上を占めており、2000年代初めに北米から侵入したと推測される同株は、現在は

生産地に定着したと考えられた。 

 

３３．．馬馬鼻鼻肺肺炎炎生生ワワククチチンン接接種種後後のの妊妊娠娠馬馬のの血血清清抗抗体体調調査査  

妊娠馬への使用が近年開始された馬鼻肺炎生ワクチンは、最適な接種方法を検討するための野外デ

ータが不足している。そこで本調査では、同データの取得を目的として、ワクチンを 1 か月あるいは 2 か

月間隔で2回接種した妊娠馬で、初回接種から1か月間隔で7か月目まで血清中和抗体価を測定した。

［2019-20年度成績］1か月間隔群 50頭（民間 4牧場）、2か月間隔群 13頭（JRA日高育成牧場）を調査

したところ、中和抗体価の幾何平均値（GM値）が接種前より有意に高値であったのは、1か月間隔群の 2
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

回目接種の翌月のみであった。なお、ワクチン接種前も含め、JRA 繋養馬の GM 値は民間繋養馬より常

に有意に低値であったため、両群を比較することができなかった。［2020-21 年度成績］前年度の結果を

受けて、JRA日高育成牧場の妊娠馬を 2群（1か月間隔：5頭、2か月間隔群：7頭）に分けてワクチン接

種を実施したところ、両群ともに接種後の GM 値に有意な上昇は認められなかった。以上の 2 シーズン

の成績から、妊娠馬では生ワクチン接種による中和抗体の応答性が低く、これを指標にした接種方法の

検討は難しいと考えられた。 

 

４４．．ロローーソソニニアア感感染染症症のの疫疫学学調調査査  

ローソニア感染症は、Lawsonia intracellularis（Li）を原因とする、5〜12ヶ月齢の子馬に多発する細菌感

染症であり、これまでの調査により日高管内で広範囲に浸潤していることが明らかとなっている。本調査

では、本病が疑われる馬について Li の病原および抗体調査を実施するとともに、死亡馬における病理

および病原学的検査を実施した。 

2018年 4月～2021年 3月の期間にローソニア感染症が疑われた馬は 63牧場で 111頭認められ、う

ち 41.7%（45/108 頭）の糞便からローソニア特異遺伝子が、73.3%（63/86 頭）の馬の血清から L. 

intracellularisに対する特異抗体が検出され、75頭で感染が確認された。主な発生地区は、浦河町（27牧

場）、日高町（11 牧場）、新冠町（9 牧場）、新ひだか町（7 牧場）であった。また調査期間中、疑い例 5 頭

の当歳馬が病理解剖に供され、このうち2頭において消化管粘膜上皮細胞に多数の菌体が確認された。 

 

５５．．感感染染性性子子宮宮内内膜膜炎炎原原因因菌菌のの薬薬剤剤感感受受性性にに関関すするる調調査査  

感染性子宮内膜炎は、繁殖牝馬にとって不受胎や受胎率の低下を起こす主要な疾病の一つである。

本調査では、感染性子宮内膜炎症例から分離される細菌の同定を行うとともに、その薬剤感受性につい

て調査を行った。 

子宮内膜炎症例 176 症例から分離された 206 株の細菌および真菌のうち、Streptococcus 

zooepidemicusが 59.2％ （122/206株）、Escherichia coliが 15.5％（32/206株）を占めていた。Klebsiella 

pneumoniaeが 1検体から検出されたが、莢膜型特異的 PCR法を実施した結果、生殖器病原性を持つと

される莢膜型１、２、５型ではなかった。分離株に対して子宮内膜炎の治療等に使用される 6 種類の抗菌

薬（ベンジルペニシリン(PCG)，アンピシリン(ABPC)，セファロチン(CET)，ゲンタマイシン(GM)，ドキシサ

イクリン(DOXY)，ST 合剤）の、大腸菌はこれらに加えエンロフロキサシン（EFLX）の MIC を測定した。そ

の結果、S. zooepidemicusは、PG、ABPC、CET、STに対する耐性株は認められなかった。DOXYに対し

ては約 40%の株が耐性を示した。GMについては、判定基準が設定されていないが、いずれの株も MIC

が比較的高値を示しており、臨床的には効果が低いと考えられた。また E. coliは、自然耐性である PCG

に加えて ABPCやDOXYにおいてもすべての株が耐性を示した。他の薬剤における耐性率は、比較的

低かった。CETに高度耐性を示した 3株は基質特異性拡張型βラクタマーゼを産生する大腸菌であり、



21

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

他の薬剤に対しても耐性を示す多剤耐性株であった。 

 

６６．．ロロドドココッッカカスス・・エエククイイ感感染染症症のの疫疫学学調調査査  

ロドコッカス・エクイ感染症は Rhodococcus equi の強毒株が子馬の肺や腹腔内リンパ節等に膿瘍を形

成する難治性化膿性疾患であり、その経済的損失は大きい。本調査では、ロドコッカス・エクイ感染症が

継続発生している牧場において子馬の気管洗浄液、母馬の糞便、牧場環境に包含される R. equiのモニ

タリング、ならびにアンケートを用いた R. equi感染症発生と飼養状況の関連調査を実施した。 

この結果、R. equiの早期診断には 3～4週齢で気管洗浄液を供したモニタリングが有効であることが明

らかとなった。また、これまでに日高管内では認められなかったプラスミド型が複数の牧場で確認された

ため、新たな強毒株の侵入を警戒する必要があると考えられた。・アンケートの結果からは、パドックの更

新や放牧地の適切な管理、適切な飼養密度での管理、健康観察による発症疑い当歳場の早期発見、日

頃からの掃除･消毒･堆肥管理、保菌していない繁殖牝馬の導入等が牧場における R. equi対策として効

果的であり、診療獣医師においては、早期治療、当歳馬の免疫獲得状況の把握等が重要であると考えら

れた。 

 

７７．．子子馬馬のの敗敗血血症症おおよよびび関関節節炎炎起起因因菌菌にに関関すするる調調査査  

 子馬の敗血症および感染性関節炎の起因菌を推定するために，血液培養用ボトルを用いた培養検査

ならびに遺伝学的検査（broad-range PCR法）による細菌同定を実施した。2019年～2021年の期間に敗

血症あるいは感染性関節炎が疑われた子馬から採取された血液・関節液サンプル 55 例のうち，25 例

（45.5％）で検体に包含されていた細菌が特定された。血液の解析は 11 例について実施し，培養による

同定2例，broad-range PCR法による遺伝学的同定1例であった。また，関節液の解析は 48例について

実施し，培養による同定 20例，遺伝学的同定 2例であった。多様な菌が血液・関節液サンプルから同定

されたが，関節液においては Staphylococcus属（10例）と Streptococcus属（5例）が多数を占めた。特に

Staphylococcus属は S. aureusが 6例を占め，生後 2週以内の感染ならびに予後不良の傾向があった。 



22

●世界各国における馬の伝染病の発生状況（2021 年）

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

疾
病

 ＼
 国

ア
メ

リ
カ

カ
ナ

ダ
ｱ

ｲ
ﾙ

ﾗ
ﾝ
ﾄﾞ

イ
ギ

リ
ス

フ
ラ

ン
ス

イ
タ

リ
ア

ド
イ

ツ
ベ

ル
ギ

ー
香

港
U

A
E

ｼ
ﾝ
ｶ
ﾞﾎ

ﾟｰ
ﾙ

ｵ
ｰ

ｽ
ﾄﾗ

ﾘ
ｱ

ﾆ
ｭ
‐
ｼ
ﾞ‐

ﾗ
ﾝ
ﾄﾞ

日
本

馬
伝

染
性

貧
血

＋
＋

-
-

-
＋

-
-

-
-

-
-

日
本

脳
炎

-
-

-
-

ウ
エ

ス
ト

ナ
イ

ル
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

＋
＋

＋
＋

＋
-

＋
-

水
疱

性
口

内
炎

-
-

-

馬
ウ

イ
ル

ス
性

動
脈

炎
-

-
-

-
＋

-
-

-
-

-

馬
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

＋
＋

-
＋

＋
-

＋
＋

-
-

-
-

-

馬
鼻

肺
炎

＋
＋

＋
＋

＋
＋

＋
＋

-
-

-
-

-
＋

ヘ
ン

ド
ラ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
＋

馬
ピ

ロ
プ

ラ
ズ

マ
症

＋
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

＋
※

鼻
疽

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

馬
伝

染
性

子
宮

炎
-

-
＋

-
-

＋
-

-
-

-

国
際

獣
疫

事
務

局
（
O

IE
）
お

よ
び

In
te

rn
at

io
n
al

 C
o
lla

ti
n
g 

C
e
n
tr

e
よ

り
情

報
を

引
用

※
日

本
に

お
け

る
馬

ピ
ロ

プ
ラ

ズ
マ

症
は

、
東

京
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

大
会

会
場

で
あ

る
馬

事
公

苑
内

（
国

内
馬

と
は

隔
離

さ
れ

た
施

設
内

）
で

発
生

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
過

去
の

発
生

な
し

　
当

該
年

の
発

生
な

し
　

当
該

年
の

発
生

あ
り

世世
界界

各各
国国

にに
おお

けけ
るる

馬馬
のの

伝伝
染染

病病
のの

発発
生生

状状
況況

（（
22
00
22
11
年年

））

記
載

コ
ー

ド
灰

色
塗

り
- ＋



23

●東京 2020 オリンピック・パラリンピック馬術競技会場における馬ピロプラズマ症の発生

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

 
年 月 日

軽種馬防疫協議会 事務局
（ 馬事部防疫課）  

東京 オリンピック・パラリンピック馬術競技会場における馬ピロプラズマ症の発生  

東京 オリンピックの馬術競技大会に出場するために来日した馬 頭が、会場である馬事公苑（東京都
世田谷区）へ到着した 日後に、馬ピロプラズマ症であると診断されました。同馬は速やかに会場内の隔離厩舎
に収容され経過観察されていましたが、状態は改善し 月 日に出国しました。なお、同会場には 頭を超える
競技馬が在厩していましたが、同馬以外に異常を示す馬はおらず、オリンピックの馬術競技大会は無事終了して
おります。以下に、現時点までの状況を要約しました。これらのオリジナルのデータは、 や

（ ）のホームページからアクセスできます。

発生状況
発症馬（ 歳、セン）は、アーヘン（ドイツ）で 日間の出国前検疫を受けた後、同一ロットの他 頭ととも

に、 月 日に大会会場である馬事公苑（東京都世田谷区）に到着しました。なお、輸出前の間接蛍光抗
体法による馬ピロプラズマ症の検査は陰性でした。
当該馬は、到着してから 日後の 月 日朝に発熱（約 ℃）および貧血（ 値＝約 ）を示しま

した。馬伝染性貧血および馬ピロプラズマ症を疑い、 競走馬総合研究所へ検査材料を持参し検査を実施
したところ、 陽性であることが判明しました（血液塗抹標本の鏡検および 検査で陽性、間
接蛍光抗体法は陰性）。馬伝染性貧血の検査（ゲル内沈降反応）は陰性でした。同馬は速やかに会場内
の隔離厩舎に収容され、大会組織委員会および関係当局の監視下で経過観察されていましたが、状態が改善
し 月 日に出国しました。なお、当該馬が飼養されていた隔離厩舎内は、遅滞なく殺ダニ剤で消毒されました。
各国から 頭を超える競技馬が来日し滞在していましたが、同馬以外に異常を示す馬はおらず、オリンピック

の馬術競技大会は無事終了しております。
今回の症例は、本症の比較的長い潜伏期間（ ～ 日間）の観点から、日本到着前に感染したものと

考えられます。本症はダニにより媒介される伝染病ですが、大会会場である馬事公苑ならびに海の森公園は大
会の 年前からダニの生息調査と駆除を行ってきており、本症を媒介するダニは確認されていません。また、今回オ
リンピック馬術競技出場のために来日したすべての競技馬は国内馬との接触はないことから、本症の国内馬への
伝播リスクはありません。

馬ピロプラズマ症とは？
馬ピロプラズマ症は赤血球の中に寄生する原虫によって起こる病気で、ダニによって媒介されます。感染した馬は
貧血、黄疸、発熱や血尿などの臨床症状を示し、約 ％が死亡すると言われています。馬に感染するピロプラズ
マ原虫には、 および の 種類があり、今回の発生は による
ものです。本症は世界各地に存在していますが、日本では動物検疫所以外の場所における初めての発生報告と
なります。発症馬に対する化学療法は存在しますが、一般的ではありません。また、ワクチンもありません。
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●馬の輸入検疫頭数の推移

●馬の輸出検疫頭数の推移

【R4提出用】馬輸出入実績2021(速報値).xls

（単位：頭）

年 繁殖用 乗用 競走用 肥育用 その他 と畜場直行 合計

2005 150 164 359 4,797 23 － 5,493
2006 173 187 333 5,638 7 85 6,423
2007 323 148 214 5,302 － － 5,987
2008 212 163 199 4,101 13 － 4,688
2009 109 191 133 4,013 36 － 4,482
2010 124 224 165 4,781 － － 5,294
2011 94 183 186 3,247 － － 3,710
2012 82 235 157 2,480 － － 2,954
2013 130 233 134 3,183 3 － 3,683
2014 109 170 174 4,924 － － 5,377
2015 133 214 173 4,362 － － 4,882
2016 115 222 191 3,488 － － 4,016
2017 107 209 189 3,039 2 － 3,546
2018 154 212 222 4,645 2 - 5,235
2019 122 220 203 4,215 - - 4,760
2020 149 151 158 2,159 - - 2,617
2021 171 511 192 3,068 4 - 3,946

※　動物検疫所企画管理部調査課調べ

（単位：頭）

年 繁殖用 乗用 競走用 肥育用 その他 合計

2005 68 0 115 － 20 203
2006 66 9 97 － － 172
2007 41 4 73 － － 118
2008 38 － 81 － － 119
2009 10 16 53 － 36 115
2010 66 52 51 － － 169
2011 46 40 54 － 1 141
2012 48 23 52 － － 123
2013 32 6 50 － － 88
2014 32 14 104 － － 150
2015 61 10 94 － 37 202
2016 37 14 95 － 6 152
2017 47 7 81 － 24 159
2018 37 9 86 - 5 137
2019 47 14 64 - 15 140
2020 20 3 41 - - 64
2021 15 325 54 - - 394

※　動物検疫所企画管理部調査課調べ
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

●輸入検疫における監視伝染病摘発状況

●最近の輸入馬の監視伝染病摘発頭数

【R4提出用】馬輸出入実績2021(速報値).xls

（単位：頭）
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2020
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※　 動物検疫所企画管理部調査課調べ

※２ 馬パラチフス、ピロプラズマ病の2疾病を摘発した1個体を含む。

頭数 用途 仕出国 転帰 頭数 用途 仕出国 転帰 頭数 用途 仕出国 転帰 頭数 用途 仕出国 転帰 頭数 用途 仕出国 転帰
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1 乗用 ドイツ 回復

1 乗用 ベルギー 回復

130 肥育用 カナダ 回復 75 肥育用 カナダ 回復

1※4 肥育用 カナダ 死亡 1※2 肥育用 カナダ 死亡

※　 動物検疫所企画管理部調査課調べ

※１ 再検査後陰性/回復について

※２ 殺処分には、輸入者の意向による処分を含む。

※４ 当該個体は疾病摘発後、他の疾病により死亡した。
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　　　再検査後陰性とは、摘発疾病を疑われたが再検査を行い（必要に応じて係留を延長）、感染を広げるおそれ
　　がないことを確認し、解放された
　　　もの。

　　　回復とは、検査を行い陽性であったが、必要に応じて係留の延長を行い、係留期間中に回復し、伝染性疾病
　　をひろげるおそれがないことを確認し、解放されたもの。

2018年

馬インフルエンザ

病　　名

馬ピロプラズマ

0 3

020
0

0 0
00

4
0

0

200

0

0

111

0
0

1
0

1

0

0

0

33

6

0

14

0

0

0
0

0

馬伝染性子宮炎馬インフルエンザ

0
0
0

0
1

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

4

0
0

0

0

0

0
0

馬鼻肺炎馬伝染性貧血
馬ｳｲﾙｽ性
動脈炎

馬ﾋﾟﾛﾌﾟﾗｽﾞﾏ病

0
3 10
2

0

0

0

0
0
0

0

6
6

00

0

0

2

0
0
5

3
3

0

5

5 0
0

0

0

1
1
0

0

9

馬パラチフス

2

9
9

0

5
0

7

0
0

1

0
70

2 0
0

1

0

14
2
0

0 1
1

13 0 0

131 0
0 0

0

0
0

※３ 家畜伝染病予防法改正（平成10年4月1日施行）に伴い、1998年以降は監視伝染病以外の疾病は集計対象としていない。

※３ 家畜伝染病予防法改正（平成10年4月1日施行）に伴い、1998年以降は監視伝染病以外の疾病は集計対象としていない。
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1※4 肥育用 カナダ 死亡 1※2 肥育用 カナダ 死亡

※　 動物検疫所企画管理部調査課調べ

※１ 再検査後陰性/回復について

※２ 殺処分には、輸入者の意向による処分を含む。

※４ 当該個体は疾病摘発後、他の疾病により死亡した。
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●海外遠征から帰国する馬の家畜衛生条件および国際交流競走出走後帰国しない競走馬の取扱い 

　の改正について

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

2022 6 16  
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https://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/uma.html   

https://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/uma.html
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

①育成馬等予防接種推進事業

①①  育育成成馬馬等等予予防防接接種種推推進進事事業業  

（（日日本本中中央央競競馬馬会会畜畜産産振振興興事事業業――44項項事事業業））  

 

◎ 事業の概要 

１．事業目的 

  
競馬場入きゅう前の育成馬及び生産地の繁殖牝馬について予防接種の徹底を

図り、馬防疫の推進に資する。 

２．事業内容 

  

近年の競走馬飼養形態の集団化や大規模化、及び乗馬関係者等の交流の実

態から、競走馬施行に係る生産地等における疾病の発生や拡大のリスクは、高

くなってきている。競馬場入厩前の競走用育成馬及び生産地の繁殖雌馬（軽

種・重種）について、日本脳炎、破傷風、馬インフルエンザ及び馬ゲタウイルス

病の発生を防ぐため、予防接種の徹底を図り、軽種馬生産の安定的維持・発展

や、競走馬資源の育成に資する。 

３．助成率 

  JRA 80% ： NAR 10% ： JBBA 10% 

４．事業実施主体 

  （公社）中央畜産会 

５．事業期間 

  令和 4年 4月～令和 5年 3月 

 

※各ワクチン接種に係る助成額については、予防液の購入費及び獣医師手当として要した

経費と次に定める標準事業単価により算出された額のいずれか低い額の１／２以内とする 

 

◎ 助成額 

「標準事業単価」（前年単価） 

① ３種混合ワクチン  1頭 1回あたり： ４，３００円 （２，８３０円） 

② 日本脳炎ワクチン  1頭 1回あたり：   ９００円 （６７０円）   

③ 馬インフルエンザワクチン 1頭 1回あたり： ２，７００円 （１，８５０円） 

④ ２種混合ワクチン  1頭 1回あたり： ４，８４０円 
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

◎ ワクチン接種プログラム 

１歳馬、２歳馬及び繁殖牝馬の競走用育成馬等（軽種及び重種）に対し、所定の期間に 
日本脳炎、破傷風、ゲタウイルス感染症及びインフルエンザについて予防接種を行う。 

                 種類

区分

馬インフルエ 
ンザワクチン

破 傷 風

ワクチン

日本脳炎 
ワクチン

ゲタウイルス
感染症ワクチン

 
 
 
 
 
 
 
 
育成馬等
予防接種
推進事業

１歳
１月～３月

２回接種（基礎免疫）＊＊

１歳 
５月～６月 １回接種（補強接種）＊＊＊＊

１歳

月～ 月
１回 補強接種

２歳

５月～６月
１回接種（補強接種）

２歳

５月～８月
１回 補強接種

＊＊＊＊＊＊

２歳

５月～８月
２回接種（基礎免疫）＊＊＊＊＊＊＊＊

２歳

月〜 月 １回 補強接種

繁殖牝馬 
月～ 月 １回

（注）＊＊２回目の接種は、１回目の接種から４週間以上経過（２ｶ月以内）してから接種すること。

＊＊＊＊基礎免疫の２回目の接種から概ね３ｶ月後（２～４ｶ月後）に接種すること。 

３種混合ﾜｸﾁﾝを接種できない場合は、馬ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝと日本脳炎ﾜｸﾁﾝを接種すること。 

＊＊＊＊＊＊２種混合ﾜｸﾁﾝを接種しない場合は、３種混合ﾜｸﾁﾝ接種から概ね４週後（２週間～２ｶ 

月以内）に日本脳炎ﾜｸﾁﾝを接種すること。 

＊＊＊＊＊＊＊＊２種混合ﾜｸﾁﾝの基礎免疫の１回目は、日本脳炎の補強接種も兼ねていることから、３種混

合ﾜｸﾁﾝ接種から概ね４週後（２週間～２ｶ月以内）に接種すること。また、２回目の接種は、

１回目の接種から概ね４週後（２週間～２ｶ月以内）に接種すること。 

ただし、２種混合ワクチンの接種対象は、本州以南の繋養馬とする。
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

●令和３年度「育成馬等予防接種推進事業」実施状況
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

②馬鼻肺炎ワクチン接種推進事業
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

●馬伝染性子宮炎の自衛防疫指針

馬伝染性子宮炎の自衛防疫指針 
 
                   平成 23 年 6 月 15 日付 23 軽防協第 7 号 
                     軽種馬防疫協議会 議長 通知 
 
 
馬伝染性子宮炎（Contagious Equine Metritis ;CEM）は、馬伝染性子宮炎菌の感染によっ

て起こるウマの性感染症で、伝播力が強く一旦発生すると軽種馬の生産に甚大な被害を及

ぼすことから、家畜伝染病予防法において届出伝染病に指定されている。 
 本症は、1980 年にわが国への侵入が確認され、軽種馬を中心に生産地での発生が継続し

ていたが、2001 年から繁殖用軽種馬全頭の PCR 検査を軸とした清浄化事業が実施された

結果、2006 年以降は発生が認められなくなり、2010 年には馬防疫検討会においてその清浄

化が確認された。 
 一方、海外では本症の発生が引き続き報告されており、非サラブレッドに限ればむしろ

汚染地域の拡大傾向が認められている。従って、今後はサラブレッドに偏らず全てのウマ

を対象とした、①海外情報の収集とそれに基づく輸入検疫の実施、②国内における疫学監

視の継続、③再発生に備えた緊急防疫対応策の継承、が必要と考えられる。 
このうち、国内における本症の疫学監視は、国や都道府県と連携しながら自衛防疫とし

て全国統一的に実施することが望ましく、先の馬防疫検討会がまとめた報告書に基づき作

成した下記指針により、これを推進されたい。 
 
 

記 
 
１．馬伝染性子宮炎菌の感染が疑われたウマは、ただちに他馬への伝播防止策を講じ、生

殖器スワブを採取して検査を受けること（検査の結果が得られるまでは繁殖に供しな

いこと）。 
２．繁殖用馬は、国内で最初に繁殖に供する際、交配前に検査を受けて陰性を確認するこ

と。ただし、種牡馬は毎年、交配前およびシーズン終了後に検査を受けて陰性を確認

すること。 
３．その他、本症の防疫上必要と思われる検査および処置を、家畜保健衛生所の指導によ

り実施すること。 
 
※検査方法等については軽種馬防疫協議会のホームページを参照。 
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●日本における CEM( 馬伝染性子宮炎）のサーベイランス検査結果

Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

　 注：当データは専門委員会後に ICC へ発出した 2021 年までのサーベイランス検査結果となります。

CEM  

 
2023 1 12  

 
 

CEM 1980
321 Taylorella equigenitalis 2001

PCR CEM
PCR

1 3 PCR
PCR

2011 2010 CEM
 

 

 
2011

PCR
PCR

2021 2
ICC  

 
 
 
 
 
 

 1. CEM PCR  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 411 412 389 351 331 305 281 282 311 269 

 12411 12276 11499 11130 10670 10297 10253 10263 9872 10765 

PCR  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCR  10 4 2 1 1 0 0 0 0 0 

PCR PCR 2001 2 2002 2004 2005 1
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

2. PCR  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 253 240 263 230 223 232 248 236 241 267 280 

PCR  425 479 459 465 509 467 475 465 449 480 484 

PCR 

 

 

 906 1024 1170 1067 1072 1133 1204 1196 1292 1258 1183 

  

 

23 1 277 328 287 303 285 267 256 318 309 

PCR  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCR  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

③馬伝染性子宮炎自衛防疫普及促進事業

③③ 馬馬伝伝染染性性子子宮宮炎炎自自衛衛防防疫疫普普及及促促進進事事業業

 平成 22年の「馬防疫検討会」において馬伝染性子宮炎（CEM）の国内清浄化達成が確

認されたことから、繁殖用軽種馬全頭の PCR検査は平成 23年 3月をもって終了した。

 平成 23 年 4 月からは、（公社）日本軽種馬協会が国内繁殖初供用牝馬を対象とした

「馬伝染性子宮炎侵入防止対策事業」と有症状繁殖牝馬を対象とした「馬伝染性子宮

炎蔓延防止対策事業」との二事業を平成 27年 3月末まで実施した。

 平成 27年 4月からは、（公社）日本軽種馬協会は（公財）全国競馬・畜産振興会からの

助成を受けて CEM侵入防止及び蔓延防止事業と CEM衛生指導事業を行う CEM自

衛防疫事業を平成 29年 3月末まで実施した。

 平成 29年 4月からは、（公社）日本軽種馬協会は（公財）全国競馬・畜産振興会からの

助成を受けて CEM侵入防止及び蔓延防止事業と CEM衛生啓蒙事業を行う CEM自

衛防疫普及事業を令和 2年 3月末まで実施した。

 令和 2年 4月からは、（公社）日本軽種馬協会は（公財）全国競馬・畜産振興会からの

助成を受けて CEM侵入防止及び蔓延防止事業と CEM衛生啓発事業を行う CEM自

衛防疫普及促進事業を実施している。（～令和 5年 3月：3 ヶ年）

◎ 清浄化達成後の現在の検査体制 

①① CCEEMM侵侵入入防防止止事事業業  「「国国内内繁繁殖殖初初供供用用牝牝馬馬」」

  海外から輸入される繁殖牝馬及び 

  競走馬を引退して初めて繁殖に供用される牝馬 ⇒CCEEMM自自衛衛防防疫疫普普及及促促進進事事業業 

  ↓ 

PPCCRR検検査査料料＝＝44,,550000円円＋＋消消費費税税//11検検体体  

②② CCEEMM蔓蔓延延防防止止事事業業  「「有有症症状状繁繁殖殖牝牝馬馬」」

子宮内膜炎等の CEMを疑う症状を呈した繁殖牝馬⇒CCEEMM自自衛衛防防疫疫普普及及促促進進事事業業 

  ↓ 

PPCCRR検検査査料料＝＝44,,550000円円＋＋消消費費税税//11検検体体  
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Ⅱ . 令和４年度　軽種馬防疫協議会　専門委員会　開催報告

③③ 上上記記以以外外のの馬馬

自己負担による任意検査 

※ 上記①あるいは②に該当する馬は、PCR検査に係る費用の一部が助成される。 

※ また、上記②に該当する馬は、検体採材に係る費用（採材技術料）の一部が助成される。 

※ 上記③に該当する馬の検査は、（公財）競走馬理化学研究所で受付けている。 

検査料の助成

円＋消費税

検体

馬馬伝伝染染性性子子宮宮炎炎DDVVDD「「採採材材法法とと治治療療法法」」及及びび
発発生生時時のの緊緊急急防防疫疫ママニニュュアアルルをを使使用用ししてて講講習習会会をを開開催催すするる。。

「「馬馬伝伝染染性性子子宮宮炎炎指指導導啓啓発発促促進進事事業業」」
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Ⅲ . 話題提供

１. 馬防疫に関する学術集会

Ⅲ . 話題提供

①  第 50 回生産地における軽種馬の疾病に関するシンポジウムの開催報告
　（本発表会において報告された演題の要旨集は軽種馬防疫協議会のホームページでご覧いただけます。）

　１．主　　催：日本中央競馬会（JRA）
　２．開催日時：令和 4 年 7 月 14 日 （木） 10 時 00 分〜 15 時 00 分
　３．開催場所：静内エクリプスホテル 2 Ｆ エクリプスホール（日高郡新ひだか町静内吉野町 3-1-1）
　４．演　　題
　　〇シンポジウム 1　「繁殖牝馬における PPID（下垂体中葉機能障害）」
　　座長：佐藤　文夫（日本装削蹄協会） 
　　１）PPID（下垂体中葉機能障害）について
　　　　　　○佐藤　文夫（日本装削蹄協会）
　　２）PPID の病理 組織学的グレーディングおよび “ クッシング症候群 ” との比較

○渡邉　謙一（帯広畜産大学）
　　３）生産地疾病等調査研究の報告（スクリーニング調査）
　　　　　　○村瀬　晴崇（JRA 日高育成牧場）
　　４）生産地疾病等調査研究の報告（治療効果の検証）

○和智　荘平（日高軽種馬農業協同組合）
　　５）PPID に対するノーザンファームの取り組み
　　　　　　○土屋　　武（ノーザンファーム天栄）
　　６）総合討論

　　〇シンポジウム 2　「馬感染症のサーベイランスおよび疫学調査」
　　座長：大野　　治（北海道日高家畜保健衛生所） 
　　１）ウイルス感染症のサーベイランス
　　　　　　○辻村　行司（JRA 競走馬総合研究所）
　　２）細菌感染症のサーベイランスⅠ 〜ローソニア感染症および子宮内膜炎〜

○木下　優太（JRA 競走馬総合研究所）
　　３）細菌感染症のサーベイランスⅡ 〜ロドコッカス・エクイ感染症の疫学調査〜

○澤　　結子（北海道日高家畜保健衛生所）
　　４）子馬の敗血症および関節炎起因菌に関する調査

○上野　孝範（JRA 競走馬総合研究所）

　　〇一般講演　「JRA からのお知らせ」
　　馬に対する禁止行為に関する整備及び遺伝子を改変された馬の競走馬登録・抹消要件への追加 

○加藤　智弘（JRA 馬事部獣医課）

　　〇一般講演　「外科学・繁殖学」
　　座長：関　　一洋（JRA 日高育成牧場）
　　１）後肢の重度過伸展および捻転歩様を呈した新生仔馬の治療例 

○野坂　拓史（日高軽種馬農業協同組合）
　　２）馬の尺骨骨折を伴う橈骨近位成長板骨折　2 症例

○宮越　大輔（NOSAI 北海道））
　　３）開腹手術後に発生した術後感染に関する回顧的調査

○田上　正幸（社台ホースクリニック）
　　４）当歳馬における出生時の早期臍帯切断と臍感染症の関連性

○松岡　　修（NOSAI 北海道）

 詳細はこちら　http://keibokyo.com/learning/rally/

３）細菌感染症のサーベイランスⅡ ～ロドコッカス・エクイ感染症の疫学調査～ --------------          
○澤 結子（北海道日高家畜保健衛生所） 

４）子馬の敗血症および関節炎起因菌に関する調査 -------------------------------------------------------  
        ○上野 孝範（JRA 競走馬総合研究所） 

  
  
  

昼昼食食（（1122 時時 3300 分分～～1133 時時 3300 分分））    
 
 
 
● 一一般般講講演演 各 15 分（質疑応答含む） 
 
 

「「JJRRAA かかららののおお知知ららせせ」」 1133：：3300～  
 
 

馬に対する禁止行為に関する整備及び遺伝子を改変された馬の競走馬登録・抹消要件への追加 --------  
                                     ○加藤 智弘（JRA 馬事部獣医課） 

  
  

「「外外科科学学・・繁繁殖殖学学」」 1133：：4455～～  
  
  

座長：関 一洋（JRA 日高育成牧場） 
 

１）後肢の重度過伸展および捻転歩様を呈した新生仔馬の治療例 --------------------------------------  
                                     ○野坂 拓史（日高軽種馬農業協同組合） 
２）馬の尺骨骨折を伴う橈骨近位成長板骨折 2 症例 -----------------------------------------------------  

                                     ○宮越 大輔（NOSAI 北海道） 
３）開腹手術後に発生した術後感染に関する回顧的調査 -------------------------------------------------  

                              ○田上 正幸（社台ホースクリニック） 
４）当歳馬における出生時の早期臍帯切断と臍感染症の関連性 -----------------------------------------  

                                     ○松岡 修（NOSAI 北海道） 
 

 
 
 
 
＜閉会の辞＞ 笠嶋 快周（JRA 競走馬総合研究所） 
＜閉 会＞ 1155：：0000 
 
 

詳細はこちら http://keibokyo.com/learning/rally/    

http://keibokyo.com/learning/rally/
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Ⅲ . 話題提供

　②  令和４年度　「馬防疫検討会」馬感染症研究会の開催報告
　「馬防疫検討会」馬感染症研究会が下記のとおり開催された。

　馬感染症研究会
　１．主　　催：農林水産省／農研機構　動物衛生研究部門／日本中央競馬会（JRA）／公益社団法人　中央畜産会
　２．開催日時：令和 4 年 10 月 26 日（水）〜 10 月 28 日（金）
　３．開催場所：JRA 競走馬総合研究所
　４．プログラム
　第 1 日目　10 月 26 日（水）
　進行：近藤 高志（JRA 総研企画調整室）
　　　（１）開会挨拶　

 山木　陽介 （農林水産省　消費・安全局動物衛生課）
 笠嶋　快周 （JRA 競走馬総合研究所）

　　　（２）主催者挨拶
　　　（３）わが国における馬の防疫体制
　　　　座長：栗本慎二郎（JRA 馬事部　防疫課）
　　　　1）馬の防疫と馬防疫検討会の役割
　　　　　　  山木　陽介（農林水産省　消費・安全局動物衛生課））　
　　　　2）馬の防疫に関する各都道府県の現状
　　　　　　  各都道府県参加者
　　　　3）軽種馬の防疫と JRA の役割
　　　　　　  曽根　　佑（JRA 馬事部　防疫課）
　　　　4）国内外における馬伝染病の発生状況
　　　　　　  曽根　　佑（JRA 馬事部　防疫課）
　　　　5）馬の輸出入検疫状況
　　　　　　  矢野　貴則（農林水産省　動物検疫所）
　　　　6）馬用の生物学的製剤の製造状況等
　　　　　　  荻窪　恭明（農林水産省　動物医薬品検査所）　
　　　（４）馬の保定法／個体識別法（講義）
　　　　　　  倉持　雄太（JRA 馬事部　防疫課）　
　　　（５）保定法／個体識別法／検体採取法（実習）／（施設見学）

講師：JRA 総研分子生物研究室員、総研微生物研究室員、馬事部防疫課員、総研企画調整室員
　第 2 日目　10 月 27 日（木）
　　　（６）細菌感染症 1・2（講義）

講師：丹羽　秀和、木下　優太（JRA 総研・微生物研究室）　　　　　
　　　（７）病理解剖法（実習）

講師：上野　孝範、岸　　大貴（JRA 総研・微生物研究室）
　　　（８）ウイルス感染症 1（講義）　

講師：辻村　行司（JRA 総研・分子生物研究室）
　　　（９）病理解剖法（実習） 

講師：上野　孝範、岸　　大貴（JRA 総研・微生物研究室）
　第 3 日目　10 月 28 日（金）
　　　 （１０）ウイルス感染症 2（講義）
        講師：根本　　学（JRA 総研・分子生物研究室）
　　　 （１１）ウイルス感染症 3（講義）
        講師：坂内　　天（JRA 総研・分子生物研究室）
　　　 （１２）講演「豚インフルエンザについて」
        講師：西藤　岳彦（農研機構　動物衛生研究部門）
　　　 （１３）閉会挨拶
        山中　隆史 （JRA 総研企画調整室）
　　　 （１４）意見交換会
        司会：栗本慎二郎（JRA 馬事部　防疫課）

 詳細はこちら　http://keibokyo.com/learning/rally/

 
12．講演「豚インフルエンザについて」 ····························· 11：00〜12：00 

講師：西藤 岳彦（農研機構 動物衛生研究部門） 
 
13．閉会挨拶  ····························································  12：00〜12：05 

山中 隆史（総研企画調整室） 
 

― 昼食 ― 
 

[ 場所：事務棟大会議室 ] 
14．意見交換会 ····························································  13：00〜14：00 

司会：栗本 慎二郎（馬事部防疫課） 
 
 

― 閉会 ― 
 

詳細はこちら http://keibokyo.com/learning/rally/    

 

http://keibokyo.com/learning/rally/
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令和 4 年 6 月 16 日現在
（順不同・敬称略）

○議　　長 : 木村　一人（日本中央競馬会　常務理事）

○常任委員 : 秋元　稔弥（地方競馬全国協会　理事）
　  上野　儀治（日本軽種馬協会　副会長・常務理事）
　  松本　　謙（日本馬術連盟　常務理事）
　  吉田　享史（日本馬事協会　専務理事）
　  菊田　　淳（日本中央競馬会　馬事担当理事）

○専門委員：
　　　農林水産省
　  歌丸　恵理 （畜産局　競馬監督課　課長補佐（中央班長））
　  尾原　博志 （畜産局　競馬監督課　課長補佐（地方班長））
　  小坪　清子 （畜産局　畜産振興課　技術第１班　課長補佐）
　  小林　芳史 （消費・安全局　動物衛生課　検疫業務班　課長補佐）
　  金子　明誉 （消費・安全局　動物衛生課　防疫業務班　課長補佐）
　  角田　隆則 （動物検疫所　検疫部長）
　  荻窪　恭明 （動物医薬品検査所　検査第一部長）

 農業・食品産業技術総合研究機構　動物衛生研究部門
　  楠本　正博 （人獣共通感染症研究領域　腸管病原菌グループ長） 

 地方競馬全国協会
　  大島　　宏 （公正部長）
　  菅　　浩雅 （公正部　公正課長）
　  明石祐一郎 （公正部　公正役）

 日本軽種馬協会
　  成田　正一 （業務部長）

 日本馬術連盟
　  藤野　一昭 （事務局長）
　  川嶋　　舟 （獣医委員）
 地方競馬主催者
　  廣瀬　眞由 （北海道軽種馬振興公社　競走関連部　獣医グループ）
　  舛川　寛晃 （帯広市農政部　ばんえい振興課　課長補佐）
　  金子和華子 （岩手県競馬組合　業務部　業務課　管理監補佐）
　  田口　清明 （埼玉県浦和競馬組合　業務課　野田管理事務所長）
　  清水　耕平 （千葉県競馬組合　業務課　技師）
　  遠山　理志 （特別区競馬組合　競馬事務局　厩舎管理課）
　  島村　　剛 （神奈川県川崎競馬組合　きゅう舎管理課長）
　  中田　昌和 （石川県競馬事業局　課参事）
　  長野　博子 （岐阜県地方競馬組合　業務課）
　  安達　教治 （愛知県競馬組合　専門員（獣医総括））
　  稲場　　収 （兵庫県競馬組合　事業部長）
　  劉　　辰女 （高知県競馬組合　競走馬診療所）
　  相川雄一郎 （佐賀県競馬組合　馬診療所長）

 日本馬事協会
  青木　正明 （参与・事務局長）

 全国乗馬倶楽部振興協会
  阿部　憲二 （専務理事）

 全国公営競馬獣医師協会
  上田　　毅 （会長）
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 競走馬育成協会
  和田　信也 （副会長・常務理事）

 軽種馬育成調教センター
  小林　光紀 （業務部長）

 日本競走馬協会
  小林　英典 （常務理事）

 日高家畜衛生防疫推進協議会
  駒澤　弘義 （理事）

 胆振家畜自衛防疫推進協議会
  田中　秀俊 （胆振獣医師会　会長）

 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル
  井上　　真 （理事長）

 中央畜産会
  向井　清孝 （衛生指導部長）

　　 日本中央競馬会
　　　　　馬事部
  伊藤　　幹 （馬事部長）
  内藤　裕司 （馬事部長補佐）
  加藤　智弘 （馬事部　獣医課長）
  栗本慎二郎 （馬事部　防疫課長）

　　　　　競走馬総合研究所  
  山中　隆史 （競走馬総合研究所　企画調整室長）
  上野　孝範 （競走馬総合研究所　微生物研究室長）
  辻村　行司 （競走馬総合研究所　分子生物研究室長）
　　
　　　　　栗東トレーニング・センター 
  額田　紀雄 （競走馬診療所長）
　　
　　　　　美浦トレーニング・センター 
  古角　　博 （競走馬診療所長）
　　
○幹　　事 : 大島　　宏 （地方競馬全国協会　公正部長）
  菅　　浩雅 （地方競馬全国協会　公正部　公正課長）
  成田　正一 （日本軽種馬協会　業務部長）
  藤野　一昭 （日本馬術連盟　事務局長）
  青木　正明 （日本馬事協会　参与・事務局長）
  伊藤　　幹 （日本中央競馬会　馬事部長）
  栗本慎二郎 （日本中央競馬会　馬事部　防疫課長）

○事務局長 : 伊藤　　幹 （日本中央競馬会　馬事部長）

○事 務 局 : 内藤　裕司 （日本中央競馬会　馬事部長補佐）
  栗本慎二郎 （日本中央競馬会　馬事部　防疫課長）
  曽根　　佑 （日本中央競馬会　馬事部　防疫課長補佐）
  倉持　雄太 （日本中央競馬会　馬事部　防疫課）
  藤澤　千尋 （日本中央競馬会　馬事部　防疫課）
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日本中央競馬会、地方競馬全国協会、日本軽種馬協会、
日本馬術連盟および日本馬事協会を中心に構成され、
軽種馬の自衛防疫を目的とする協議会です。

（昭和 47年 8月 11日　設立）

議　　長　　木村　一人
事務局長　　伊藤　　幹

事  務  局　　〒105‒ 0003　東京都港区西新橋 1‐1‐1
　　　　　　日本中央競馬会　馬事部　防疫課内
　　　　　　TEL.050‐3139‐9535
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